
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

は
じ
め
に

今
谷
明
氏
は
『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
(
法
政
大
学
出
版
局
へ
一
九
八

六
年
)
に
収
載
さ
れ
た
一
連
の
労
作
の
中
で
'
畿
内
近
国
に
お
け
る
守
護
の
領
国

支
配
を
、
守
護
所
や
守
護
代
以
下
の
領
国
機
構
の
復
原
考
証
を
通
し
て
究
明
さ
れ
、

国
人
領
主
を
「
隷
属
化
」
せ
し
め
た
守
護
権
力
の
独
自
の
権
力
構
造
と
、
そ
こ
に

お
け
る
「
国
都
制
」
の
規
定
性
の
大
き
さ
を
提
示
さ
れ
た
｡

私
は
か
つ
て
、
南
北
朝
期
の
越
前
を
含
む
斯
波
氏
分
国
に
お
け
る
支
配
行
政
機

(
-
)

構
を
、
斯
波
氏
被
官
構
成
と
合
わ
せ
て
考
証
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
へ
室
町
期

1
{
1
)

の
越
前
・
遠
江
守
護
代
甲
斐
氏
の
動
向
を
検
討
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
谷
氏
の

い
わ
れ
る
、
「
南
北
朝
期
以
来
7
貫
し
て
そ
の
守
護
勢
力
が
幕
府
か
ら
相
対
的
独

自
性
を
保
ち
つ
つ
展
開
へ
成
長
し
て
」
(
前
掲
書
、
1
四
貢
)
い
っ
た
過
程
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
後
者
の
小
論
で
は
、
畿
内
近
国
に
お

g>:

け
る
室
町
幕
府
権
力
の
規
定
性
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
｡
今
さ
し
あ
た
っ
て
こ

の
結
論
を
撤
回
す
る
考
え
は
な
い
が
、
守
護
権
力
が
本
来
も
つ
求
心
性
と
分
権
性

は
共
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
て
、
7
時
の
よ
う
な
後
者
の
軽
視
な
い
し

無
視
は
、
今
谷
氏
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
、
守

護
代
以
下
の
下
部
支
配
機
構
の
実
証
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
ま
ま
へ
守
護
の
分
国

(
4
)

支
配
を
性
急
に
論
じ
る
こ
と
も
'
思
わ
ぬ
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
｡

河

村

昭

1

兵
庫
教
育
大
学
第
二
部
(
社
会
系
教
育
講
座
)

小
稿
は
、
今
谷
氏
の
鵡
尾
に
付
し
て
、
氏
の
提
言
へ
戒
め
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
へ

四
職
家
の
l
つ
と
し
て
幕
府
で
も
重
き
を
な
し
た
1
色
氏
の
分
国
の
う
ち
、
畿
内

(
u
・
,
)

近
国
に
属
す
る
若
狭
を
と
り
あ
げ
、
一
色
氏
の
も
と
で
活
動
し
た
守
護
代
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
0
7
色
氏
は
、
貞
治
五
年
(
1
三
六
六
)

か
ら
永
享
一
二
年
(
l
四
四
〇
)
ま
で
の
七
四
年
間
、
範
光
-
詮
範
-
満
範
-
義

節
(
義
貫
)
の
四
代
に
わ
た
っ
て
若
狭
を
支
配
し
た
が
、
こ
の
間
の
守
護
代
は
小

(蝣蝣Oj

笠
原
長
房
-
同
長
春
-
三
方
範
忠
-
同
忠
治
の
四
人
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
紙
数
の

関
係
で
小
笠
原
氏
二
代
に
限
り
、
三
方
氏
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
｡
ま
た
、

守
護
の
分
国
支
配
を
究
明
す
る
に
は
、
守
護
代
以
外
の
行
政
機
構
を
も
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
も
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た

^

M

X

.__ヽ

l
色
氏
以
前
の
若
狭
守
護
は
、
三
〇
年
間
で
1
四
代
(
七
氏
)
に
も
な
り
へ
最

o
:

長
の
潮
川
清
氏
で
さ
え
七
年
の
在
職
に
す
ぎ
な
い
.
さ
ら
に
、
観
応
、
応
安
の
国

一
接
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
国
人
の
守
護
に
対
す
る
自
立
性
が
顕
著

o

で
あ
っ
た
若
狭
だ
け
に
、
7
色
範
光
以
前
の
歴
代
若
狭
守
護
が
分
国
支
配
機
構
を

整
備
し
定
着
さ
せ
て
い
-
余
裕
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
0
そ
う
し
た
意

味
で
も
、
若
狭
に
お
け
る
守
護
支
配
の
制
度
史
的
解
明
は
、
l
色
氏
の
そ
れ
に
よ
っ

て
過
半
は
果
た
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
｡

73



小
稿
が
守
護
代
の
み
を
検
討
の
対
象
と
し
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
'
主
と

し
て
紙
数
の
問
題
か
ら
で
あ
る
が
'
加
え
て
、
守
護
研
究
に
お
け
る
守
護
代
の
重

要
性
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
、
守
護
の
分
国
支
配
に
お
い
て

守
護
代
の
占
め
る
位
置
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
特
に
、
在
京
を
強
い
ら
れ
、
か
つ

幕
政
の
中
枢
に
置
か
れ
た
有
力
守
護
に
と
っ
て
、
分
国
支
配
の
成
否
は
そ
の
衝
に

立
つ
守
護
代
の
手
腕
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ

て
、
少
な
-
と
も
応
仁
以
前
の
守
護
研
究
に
お
い
て
は
、
守
護
代
の
動
向
そ
れ
自

体
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
し
て
、
そ
の
際
、

守
護
代
を
単
な
る
守
護
権
力
の
代
執
行
者
へ
守
護
の
分
身
と
い
っ
た
、
没
個
性
的

な
存
在
と
し
て
で
な
く
へ
彼
の
行
動
の
中
に
一
定
の
自
律
性
を
注
意
深
く
探
っ
て

み
よ
う
と
す
る
視
点
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
応
仁
以
後
実
権
を
失
っ
て

い
っ
た
代
表
的
守
護
へ
斯
波
氏
、
赤
松
氏
の
分
国
で
は
'
朝
倉
へ
織
田
、
浦
上
の

諸
氏
が
事
実
上
大
名
化
し
て
い
っ
た
が
、
後
二
者
は
守
護
代
で
あ
り
、
朝
倉
氏
も

守
護
代
甲
斐
氏
と
の
抗
争
に
勝
利
し
て
当
初
は
守
護
代
の
地
位
を
獲
得
し
た
の
で

あ
り
へ
守
護
代
は
い
わ
ば
″
戦
国
大
名
化
レ
ー
ス
〃
に
お
い
て
守
護
に
次
ぐ
有
利

な
位
置
に
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
へ
戦
国
大
名
の
形
成
を
考
え

る
上
で
も
、
室
町
期
の
守
護
代
の
動
き
を
見
極
め
る
作
業
は
'
け
っ
し
て
無
意
味

】
E
サ

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

一
、
小
笠
原
長
房

-
在
職
徴
証

貞
治
五
年
(
二
二
六
六
)
八
月
、
越
前
・
若
狭
守
護
斯
波
高
経
(
守
護
正
員
は

I

,

1

]

子
の
義
種
)
が
失
脚
し
た
あ
と
を
う
け
て
、
一
色
範
光
が
若
狭
守
護
に
任
じ
ら
れ

、
〓
ヽ

た
｡
そ
れ
ま
で
の
範
光
は
'
長
年
鎮
西
管
領
と
し
て
九
州
経
営
に
当
っ
た
父
範
氏
へ

(
2
)

兄
直
氏
と
共
に
九
州
を
転
戦
し
、
長
門
一
宮
二
宮
に
戦
勝
を
祈
願
し
た
延
文
元
年

(

3

)

(

3

)

(
一
三
五
六
)
一
〇
月
か
ら
義
詮
の
将
軍
宣
下
儀
式
に
参
列
し
た
同
三
年
一
二
月

ま
で
の
問
に
上
洛
し
た
が
'
そ
の
後
、
同
四
年
一
二
月
直
氏
が
義
詮
の
摂
津
出
陣

CS)

に
参
加
し
た
以
外
へ
一
色
氏
の
動
静
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
ず
'
お
そ
ら
く
不
遇
な

C

2

)

(

=

>

状
況
に
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
O
l
色
範
光
に
と
っ
て
最
初
の
守
護
任
国
と

な
っ
た
若
狭
の
守
護
代
に
起
用
さ
れ
た
の
は
小
笠
原
長
房
で
あ
る
｡
「
若
狭
国
守

(S)

護
職
次
第
」
(
以
下
「
守
護
次
第
」
と
略
記
)
は
次
の
よ
う
に
記
す
(
抄
出
)
0

(
一
色
範
光
の
項
)

貞
治
五
年
八
月
よ
り
給
之
へ
(
中
略
)
代
官
小
笠
原
源
蔵
人
大
夫
長
居
縄
1
二

(
中
略
)
信
侍
(
範
光
)
御
逝
去
之
後
、
小
笠
原
三
河
守
出
家
、
法
名
道

鏡
縞

(
一
色
詮
範
の
項
)

応
永
四
年
九
月
十
七
日
浄
鎮
死
去
之
後
、
子
息
蔵
人
大
夫
長
春
出
家

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
笠
原
長
房
は
一
色
範
光
の
守
護
就
任
と
同
時
に
若
狭
守
護
代

と
な
り
へ
応
永
四
年
(
一
三
九
七
)
九
月
一
七
日
に
没
す
る
ま
で
、
範
光
・
詮
範

の
二
代
に
仕
え
、
こ
の
間
名
乗
り
は
蔵
人
大
夫
1
三
河
守
1
(
出
家
)
1
道
鏡
1
浄

(
2
)

鎮
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
「
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
」
(
以
下

「
今
富
次
第
」
と
略
記
)
の
伝
え
る
と
こ
ろ
も
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
｡

第
1
表
は
、
小
笠
原
長
房
が
発
給
人
も
し
-
は
宛
人
と
な
っ
て
い
る
文
書
で
、

若
狭
に
か
か
わ
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
表
の
一
四
点
の
う
ち
へ

w,



第1表小笠原長房関係文書

No文書日付 文 書 名 苑 ノ、 内 容 備 考 (端叢書.書止.署名等) 出 典

1 (貞治6〉7、13守護一色範光書状案 小笠原源蔵人大夫名田庄の守護便入部停止
【端】守護遭代官之許状案貞治六七十三

【止】謹言
大徳寺390

"3 ( 〟)7.14守護一色範光書状 〟 ′′ (守護使の召進) 【止】謹言 ′′112

つ j5.12守護一色範光書状実 ′′ 太良庄の牧夫工米催促停止 【端】コ下案 【止】謹言 東百オ232

4 応安3.9.4 守護代小笠原長房奉書 多長保地頭方政所御所節供料足の催促 【止1m執遠如件 【暑】散位 〝オ54

5 ii4.閏3.7 〟 I 閏月御所繁殿方料足の催促 lア] #3 サ 〝ツ64

6 iib.10.29 、)′ 太良保地預方政所間10月分御所台所方科足の催促l 【止】 lJ 【%L】IJ 〝オ64

′ 5.22′ト笠原長房巻数返事 明通寺衆徒中 祈祷巻数1枚の礼 【止】恐々謹言 【薯】散位長房 明通寺44

8 永徳2.6.1 守護代小笠原長房奉書 太良保地頭方 八幡宮放生会.上下宮流鏑馬役の催促 【止】依仰執連如件 【暑】三河守 東百ツ76

9 コ12.2 ′′ [ コ朕本所方 御所椀厳科足の催促 [it] #3 i' " X 216

川明徳4.ll.15 一色清範書状案 小笠原参州入道 名田庄上村反銭免除の依額 【止】恐々謹言 若杉家∋

ll ′′5.6.1
守護代帽肘鉄震音下案

太良保政所 八幡宮放生会.上下宮流鏑馬役の催促 【止】之状如件 【暑】抄弥 東百ウ62

12応永4.2.23
守護一色信将霊奉行人連署奉書

小笠原三河入道 太艮庄の役天工米催促停止 【瑞】若狭守護施行 I止】仇執連如件 〝オ95

13 ノ′
守凱小笠酎浄机芸脈状案

蓮沢左近将監 〟 (奉書如此)
【端】若狭守護代小笠原三河入道書下乗

【止】謹言 【暑】浄祐
T東Jに69

14 ′ノ4.20
守護代小笠相銀芸奉書案

′ノ 名田庄上村の人夫役.十分一役催促停止
【端】名田庄内上村夫役十分一免除守護状

【止】由被仰出候也、恐々謹言【暑】、、
若杉家5

往く1 ) ′ト笠原長房が発給人、もしくは第人としてみえるもので、若狭にかかわるものに限った.

( 2 )文書名は、統一のため、出典のそれを採らなかったものもある. NolJの発蛤人については本文参照.

く3)備考の欄の呼号は、 E端】一端轟音・端見返書. 【止】一書止、 【暑】 -署名.なお、靖裏書は部分引用にとどめたものもある.

(4 )出典の欄のNol蝣2は『大日本古文書家わけ大徳寺文書』 、 N07はF小浜市史』社寺文書編、 NolO蝣14は『福井県史』資料絹2の、それぞれの文書番号.

その他の東百は東寺百合文書の時で、 Nol3 ( 『大日本古文書家わけ東寺文書』 )を除き、すべて東都府立総合資料舶緒F東寺百合文事日銀』の文書番号｡

催崇罫榊旨足技Q抑瑞軒縄だ÷納額田ゴロニtJ



厳
密
な
意
味
で
の
長
房
の
守
護
代
在
職
徴
証
と
呼
べ
る
も
の
は
恥
ぐ
ら
い

C
S
)

で
あ
ろ
う
が
、
恥
7
を
除
-
残
り
に
つ
い
て
も
、
彼
の
守
護
代
在
職
を
裏
づ
け
る

も
の
と
み
な
し
て
大
過
あ
る
ま
い
｡
し
た
が
っ
て
、
「
守
護
次
第
」
の
記
事
は
、

名
乗
り
の
変
遷
も
含
め
て
事
実
と
み
な
し
て
よ
い
｡
た
だ
、
法
名
に
つ
い
て
、

「
守
護
次
第
」
の
い
う
道
鏡
・
浄
鏡
が
み
え
ず
、
か
わ
り
に
浄
柘
と
さ
れ
て
い
る
｡

唯
l
浄
柘
の
名
を
伝
え
る
C
3
C
O
と
「
守
護
次
第
」
「
今
富
次
第
」
の
い
ず
れ
か
の

誤
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
前
者
の
誤
り
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
、
幕
末

c
a
)

ま
で
小
浜
八
幡
神
社
に
あ
っ
た
鐘
の
銘
の
末
尾
に

大

原

主

三

河

刺

史

浄

鎮

大

工

下

金

屋

来

阿

応
永
四
年
丁
丑
六
月
十
一
日
銘
蔦

と
あ
り
、
同
じ
応
永
四
年
の
A
'
S
に
記
す
浄
柘
で
は
な
-
、
浄
鏡
で
あ
っ
た
こ
と

3
師
凸

は
間
違
い
な
い
｡

2
一
色
氏
被
官
化

小
笠
原
長
房
の
出
自
に
つ
い
て
は
確
証
と
よ
べ
る
も
の
が
な
-
不
明
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
将
軍
近
習
と
し
て
所
見
の
あ
る
小
笠
原
蔵
人
が
、
若
狭
守

護
代
に
な
る
前
の
小
笠
原
長
房
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
｡
こ
の
点
の
実
証

(
a
)

は
煩
境
に
し
て
末
節
に
わ
た
る
た
め
別
に
行
う
こ
と
と
し
、
結
論
の
み
示
せ
ば
、

小
笠
原
蔵
人
は
次
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
、
観
応
の

(

S

)

(

8

)

擾
乱
ま
で
は
将
軍
の
近
習
と
し
て
供
奉
や
的
始
の
射
手
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
お

そ
ら
く
観
応
二
年
(
l
三
五
l
)
正
月
l
六
日
の
足
利
尊
氏
の
京
都
脱
出
を
機
に
、

直
義
方
に
走
っ
て
将
軍
近
習
の
地
位
を
失
い
(
捨
て
)
へ
同
年
尊
氏
・
直
義
が
い
っ

た
ん
和
解
し
た
あ
と
再
び
対
立
し
た
時
に
は
尊
氏
方
に
与
し
た
も
の
の
、
将
軍
近

習
に
は
復
さ
ず
、
同
年
l
l
月
に
は
、
小
笠
原
本
宗
家
の
信
濃
小
笠
原
氏
の
も
と

(S)

で
直
義
党
と
の
合
戦
に
参
陣
し
て
い
る
.
こ
の
観
応
二
年
1
1
月
以
後
の
小
笠
原

蔵
人
の
動
静
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
-
活
動
の
拠
点
は
京
都
に
置
い
て
い
た

(
2
)

と
推
測
さ
れ
る
｡

上
述
の
小
笠
原
源
蔵
人
と
、
の
ち
若
狭
守
護
代
と
な
る
小
笠
原
源
蔵
人
大
夫
長

房
を
結
ぶ
の
は
、
唯
一
官
途
の
み
で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
一
人
と
断
定
す
る
こ
と

in>

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
決
定
的
な
反
証
も
ま
た
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
若
狭

守
護
代
小
笠
原
氏
の
出
自
を
将
軍
近
習
小
笠
原
氏
と
推
定
し
て
お
く
こ
と
は
許
さ

れ
よ
う
｡

一
色
範
光
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
延
文
元
年
(
一
三
五
六
)
一
〇
月
か
ら
同
三

年
一
二
月
ま
で
の
間
に
帰
洛
し
て
い
る
か
ら
'
も
し
上
述
の
小
笠
原
蔵
人
が
長
房

だ
と
す
れ
ば
、
範
光
は
若
狭
守
護
と
な
る
貞
治
五
年
(
一
三
六
六
)
ま
で
の
わ
ず

か
1
0
年
足
ら
ず
の
間
に
長
房
を
披
官
化
し
、
若
狭
守
護
職
拝
任
と
同
時
に
彼
を

守
護
代
に
起
用
し
た
こ
と
に
な
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
、
守
護
代
は
守
護
に
と
っ

て
も
っ
と
も
信
頼
し
得
る
被
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
-
の
場
合
、
家
宰
ク
ラ

ス
の
根
本
披
官
が
任
じ
ら
れ
る
.
被
官
化
し
て
1
0
年
に
も
満
た
な
い
い
わ
ば
新

参
の
小
笠
原
長
房
が
守
護
代
に
登
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
1
面
で
は
範

光
と
長
房
の
関
係
が
急
速
に
深
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
が
へ
範
光
の
も
と
に

守
護
代
に
任
じ
る
程
の
譜
代
直
臣
が
い
な
か
っ
た
反
映
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
範
光
直
臣
団
の
脆
弱
性
の
原
因
と
し
て
は
'
長
い
九
州
在

陣
に
加
え
て
、
範
光
は
直
氏
に
次
ぐ
次
男
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
色
家
の
譜

代
重
臣
と
の
間
に
私
的
関
係
が
十
分
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
上

洛
後
の
一
色
氏
が
不
遇
な
状
態
に
置
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
(
注
1
6
)
も
考
え
ら
れ

よ
う
｡
そ
う
し
た
歴
史
的
事
情
を
前
提
に
し
て
、
か
つ
て
の
将
軍
近
習
の
地
位
を

失
い
な
が
ら
も
、
な
お
京
都
に
活
動
の
拠
点
を
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
小
笠
原

蔵
人
(
長
房
)
と
一
色
範
光
の
関
係
が
成
立
し
、
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
お

き
た
い
｡3

若
狭
に
お
け
る
活
動

仙
開
所
地
・
半
済
給
付
と
守
護
代
小
笠
原
長
房

「
守
護
次
第
」
は
、
一
色
範
光
の
守
護
就
任
と
同
時
に
両
便
伊
藤
入
道
・
遠
山
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入
道
が
下
向
し
た
こ
と
は
伝
え
る
が
、
守
護
代
小
笠
原
長
房
は
名
前
を
示
す
の
み

で
、
そ
の
動
き
は
必
ず
し
も
わ
か
ら
な
い
o
L
か
し
へ
第
1
表
z
l
-
-
1
'
^
か
ら
み

(
3
)

て
、
翌
貞
治
六
年
(
1
三
六
七
)
に
は
在
国
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

お
そ
ら
-
当
初
か
ら
下
向
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
.
第
1
表
恥
-
・
2
は
'
武
田

源
九
郎
・
市
河
九
郎
入
道
が
守
護
使
と
号
し
て
徳
禅
寺
領
名
田
庄
に
乱
入
し
た
の

を
停
止
し
、
両
人
を
召
進
す
る
よ
う
長
房
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
'
同
じ
頃
、

長
房
自
身
が
右
の
市
河
入
道
と
共
に
荘
園
侵
略
に
関
わ
っ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
、

こ
の
年
四
月
二
〇
日
へ
中
原
師
茂
は
「
田
井
保
公
文
職
守
護
代
遵
乱
事
目
安
」
を

(
8
)

守
護
1
色
範
光
の
も
と
に
届
け
た
o
こ
れ
に
対
し
て
五
月
六
日
、
一
色
方
の
奉
行

小
江
房
は
「
先
可
止
根
籍
、
公
文
職
閲
所
々
見
可
注
進
之
由
可
仰
遥
」
と
い
っ
て

き
た
の
で
、
師
茂
は
こ
の
旨
を
飛
脚
で
田
井
保
に
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
七
月
二
五

日
、
田
井
保
か
ら
飛
脚
が
来
て
「
是
自
守
護
方
公
文
職
可
管
領
由
令
申
'
市
河
入

道
入
部
之
由
」
を
報
告
し
た
｡
そ
こ
で
師
茂
は
翌
買
こ
の
目
安
を
も
っ
て
1
色
邸

(

保

公

文

職

閑

所

地

力

)

に

赴

き

、

奉

行

小

江

房

と

交

渉

し

た

結

果

、

「

田

井

[

]

之
由
雄
令
注
進
、
内
裏
供
御
料
所
也
、
以
別
儀
不
可
相
椅
」
と
の
下
知
状
を
得
た
｡

以
上
の
経
緯
か
ら
こ
の
一
件
は
、
守
護
代
長
房
が
田
井
保
公
文
職
を
関
所
と
認

(
5
)定

し
、
こ
れ
を
市
河
入
道
に
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
'
「
公
文
職
閲
所
々
見
可
注

進
」
と
い
っ
て
い
る
守
護
は
、
直
接
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ

れ
故
に
こ
そ
、
当
初
か
ら
こ
れ
は
「
守
護
代
遵
乱
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

太
良
圧
で
は
、
貞
治
六
年
四
月
、
渡
辺
弁
法
眼
直
秀
が
領
家
方
預
所
職
・
地
頭

(
a
)

方
代
官
職
と
し
て
入
部
し
た
｡
こ
れ
は
へ
前
々
年
、
当
時
の
守
護
代
完
草
上
総
介

(
守
護
は
斯
波
高
経
)
の
摂
津
出
陣
に
地
頭
方
前
代
官
禅
舜
法
眼
が
従
軍
し
た
と

認
定
さ
れ
、
ま
た
前
預
所
侍
従
房
快
俊
も
越
前
柚
山
城
で
龍
城
を
続
け
る
斯
波
高

経
に
内
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
両
職
と
も
「
摂
州
発
向
輩
跡
」
と
さ
れ
へ

渡
辺
が
「
嘗
守
護
方
(
7
色
範
光
)
」
よ
り
宛
行
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
.
し
か
し
'

実
際
に
従
軍
し
て
東
寺
か
ら
完
草
の
「
奉
公
人
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
快
俊
は
と
も

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

か
く
と
し
て
、
禅
舜
の
方
は
、
本
人
が
抗
弁
し
て
い
る
よ
う
に
従
軍
は
し
て
い
な

(S)

い
と
思
わ
れ
る
｡
当
時
ご
-
普
通
に
み
ら
れ
た
こ
と
と
は
い
え
、
き
わ
め
て
窓
意

的
で
強
引
な
開
所
認
定
で
あ
る
｡
笠
松
宏
至
氏
は
'
開
所
地
処
分
権
が
幕
府
か
ら

守
護
に
移
っ
て
い
-
背
景
を
説
明
さ
れ
る
中
で
'
「
裁
定
の
根
拠
と
な
る
べ
き
資

料
の
提
出
、
裁
定
の
実
行
と
い
う
二
つ
の
方
面
」
に
お
け
る
守
護
の
役
割
の
拡
大

'

3

;

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
と
同
じ
事
情
が
守
護
と
守
護
代
の
問
に
も
想
定
で
き

る
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
す
な
わ
ち
、
右
掲
の
事
例
で
い
え
ば
'
渡
辺
が
京
都
の
一

色
氏
の
も
と
に
太
良
圧
の
両
職
が
関
所
た
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
提
出
し
、
l

色
氏
が
し
か
る
べ
き
審
議
(
た
と
え
ば
東
寺
や
禅
舜
・
快
俊
ら
へ
の
尋
問
な
ど
)

を
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
.
1
色
氏
の
も
と
で
開
所
認
定
作
業
が
行
わ
れ

た
に
せ
よ
同
じ
結
果
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
作
業
は
、
先
の
田
井
保

の
事
例
よ
り
推
し
て
'
在
地
、
つ
ま
り
守
護
代
の
も
と
で
行
わ
れ
た
が
故
に
、
し

か
る
べ
き
手
続
き
を
経
ず
強
引
な
裁
定
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡
も
ち

ろ
ん
へ
関
所
地
処
分
権
が
守
護
の
保
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
-
、
最
終
的
に
は
守
護
か
ら
宛
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
至
る
ま
で

の
守
護
代
の
関
わ
り
が
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

*
-
o

と
こ
ろ
で
、
渡
辺
は
応
安
元
年
(
一
三
六
八
)
三
月
に
は
「
一
国
平
均
半
済
」

と
号
し
、
改
め
て
半
済
給
人
と
し
て
入
部
し
た
｡
東
寺
は
こ
の
こ
と
を
同
年
四
月

幕
府
に
、
六
月
守
護
一
色
範
光
に
そ
れ
ぞ
れ
訴
え
た
が
'
範
光
へ
の
申
状
で
は

「
嘗
守
護
御
代
官
今
年
始
而
称
可
致
半
済
之
所
務
」
し
て
夏
麦
な
ど
の
半
済
を
強

行
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
半
済
の
実
施
に
お
い
て
も
、
在
地
で
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
守
護
代
が
執
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
際
へ
た
と
え
ば
半
済
給
人

の
選
定
に
お
い
て
開
所
認
定
と
同
様
、
守
護
代
の
関
与
す
る
余
地
も
考
え
ら
れ
な

く
は
な
い
｡

関
所
地
・
半
済
の
給
与
権
は
最
終
的
に
は
守
護
の
保
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
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に
せ
よ
、
た
と
え
ば
開
所
地
の
認
定
、
半
済
給
人
の
選
定
と
い
っ
た
、
具
体
的
レ

ベ
ル
に
お
け
る
守
護
代
の
役
割
が
、
け
っ
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
'
そ
こ
に
守
護
代
が
在
地
国
人
と
の
問
に
私
的
関
係
を
形
成
し
て
い
-
秦

件
さ
え
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
ち
な
み
に
へ
先
に
ふ
れ
た
市
河
入
道
は
、
名
田
庄
で

は
「
号
守
護
使
」
と
指
弾
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
庄
が
守
護
不
人
の
地
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
て
、
田
井
保
の
例
か
ら
み
て
、
本
来
は
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
も

と
で
守
護
使
と
し
て
活
動
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
、
す
で
に
長
房
と
の
間
に
私

(
3
)

的
関
係
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡

第
1
表
<
3
0
は
、
7
色
満
範
が
長
房
(
浄
鎮
)
に
名
田
庄
上
村
反
銭
の
免
除
方

を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
満
範
は
丹
後
守
護
で
は
あ
る
が
へ
ま
だ
若
狭

守
護
に
は
な
っ
て
い
な
い
｡
し
た
が
っ
て
へ
満
範
は
あ
-
ま
で
私
人
と
し
て
、
お

そ
ら
-
同
村
領
主
土
御
門
家
か
ら
の
嘆
願
を
受
け
て
'
私
的
に
仲
介
の
労
を
と
っ

た
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
こ
に
長
房
が
若
狭
に
お
け
る
単
な
る
反
銭
徴
集
責
任
者
、

と
い
う
以
上
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
個
々
の
所
領
の
免
除
の
可
否
ま
で
も
そ
の
裁

量
の
中
に
含
ま
れ
る
程
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
｡

応
永
四
年
六
月
へ
小
浜
八
幡
宮
に
鐘
を
奉
納
し
た
の
は
、
一
色
氏
な
ら
ぬ
守
護

代
小
笠
原
長
房
で
あ
っ
た
(
前
述
)
｡
同
八
幡
宮
は
守
護
一
色
氏
が
上
下
宮
と
共

に
若
狭
で
も
っ
と
も
重
視
し
て
い
た
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
'
右
の

事
実
は
、
長
房
の
若
狭
に
お
け
る
権
威
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
八
幡
宮
の
鐘

は
彼
の
若
狭
経
営
の
い
わ
ば
金
字
塔
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

惚
若
狭
上
下
宮
流
鏑
馬
神
事
と
守
護
代
小
笠
原
長
房

第
1
表
地
0
0
.
3
に
、
小
笠
原
長
房
が
小
浜
八
幡
宮
放
生
会
・
上
下
宮
(
一
二

宮
=
若
狭
彦
姫
神
社
)
流
鏑
馬
神
事
役
の
催
促
に
か
か
わ
っ
て
い
る
事
例
が
み
え

る
｡
以
下
で
は
、
こ
の
時
期
の
上
下
宮
流
鏑
馬
神
事
の
も
つ
意
義
と
、
そ
こ
に
お

け
る
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

諸
国
l
宮
の
流
鏑
馬
神
事
に
つ
い
て
、
河
音
能
平
氏
は
'
二
世
紀
末
～
一
二

世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
も
の
で
、
国
衝
に
結
集
し
た
在
地
領
主
が
'
中
央
国
家
権

力
に
対
し
て
相
対
的
独
自
性
を
も
つ
政
治
主
体
と
し
て
行
っ
た
軍
事
的
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
若
狭
で
も
「
守
護
次
第
」
に
み
え
る
応
永

一
二
年
(
一
四
〇
五
)
の
上
下
宮
臨
時
流
鏑
馬
の
記
事
か
ら
、
国
内
在
地
領
主
層

の
結
番
に
も
と
づ
-
流
鏑
馬
が
上
下
宮
恒
例
縁
日
神
事
の
中
核
と
し
て
催
さ
れ
て

CS)

い
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
、
建
久
七
年
(
二
九
六
)
最
有
力
在
庁

宮
人
稲
葉
時
定
の
税
所
職
没
官
以
後
、
と
り
わ
け
安
貞
二
年
(
1
二
二
八
)
守
護

職
が
北
条
得
宗
領
と
な
っ
て
以
後
の
若
狭
で
は
守
護
(
=
税
所
)
・
地
頭
と
、
国

街
・
国
御
家
人
・
上
下
宮
の
両
勢
力
が
疎
遠
、
と
い
う
よ
り
対
立
を
含
む
政
治
状

(
S
)

況
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
か
つ
て
清

(S)

水
三
男
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
出
雲
杵
築
大
社
の
流
鏑
馬
神
事
の
よ
う
に
「
国
司

在
庁
宮
人
と
守
護
地
頭
の
協
力
」
に
よ
る
興
行
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
国
街
に
結

(
8
)

集
す
る
国
御
家
人
が
地
頭
に
任
じ
ら
れ
て
い
な
い
若
狭
の
流
鏑
馬
役
が
'
杵
築
大

社
の
よ
う
に
地
頭
役
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ず
'
お
そ
ら
-
は
国
衝
と
上
下
宮

の
主
体
性
に
お
い
て
、
在
庁
官
人
=
国
御
家
人
に
よ
っ
て
催
さ
れ
て
い
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
｡

南
北
朝
期
に
な
っ
て
'
一
色
氏
は
上
下
宮
流
鏑
馬
役
を
八
幡
宮
放
生
会
役
と
セ
ッ

ト
で
賦
課
す
る
よ
う
に
な
る
が
(
第
1
表
地
C
O
.
H
i
)
、
馳
c
o
以
前
の
永
和
三
年

(
一
三
七
七
)
に
も
太
良
庄
に
両
神
事
役
を
賦
課
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
結
局

こ
れ
は
免
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
経
緯
を
要
約
的
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に

(S)

な
る
｡

(
5
)

①
守
護
側
か
ら
の
「
書
下
」
(
第
1
表
N
d
8
の
如
き
守
護
代
奉
書
カ
)
に

「
任
先
規
可
動
仕
」
と
あ
っ
た
｡

(
4
)

②
六
月
1
0
日
、
税
所
代
海
部
信
泰
は
太
良
庄
公
文
(
弁
祐
)
に
、
「
八

幡
宮
(
上
下
宮
の
誤
り
カ
)
流
鏑
馬
役
事
、
自
守
護
方
被
御
尋
候
之
虞
、

古
日
記
等
に
も
不
見
候
間
、
先
規
於
太
良
庄
'
彼
役
無
動
仕
之
由
返
事
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令
申
候
」
と
の
返
状
を
送
っ
た
｡

③
お
そ
ら
-
②
の
あ
と
(
日
付
は
六
月
日
)
東
寺
は
、
太
良
庄
は
地
頭
職

を
も
寄
進
さ
れ
た
7
円
領
で
あ
っ
て
、
か
か
る
役
を
勤
仕
し
た
先
例
は

な
-
、
そ
の
こ
と
は
「
国
神
事
奉
行
人
」
も
存
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
免
除
方
を
(
一
色
氏
に
カ
)
訴
え
た
｡

④
八
月
一
二
日
、
「
に
し
つ
の
奉
行
」
(
西
津
は
守
護
所
)
某
は
「
太
良
保
公

文
」
に
対
し
て
、
流
鏑
馬
役
の
件
を
海
部
信
泰
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
へ

「
先
々
不
大
差
荷
由
申
」
し
た
の
で
、
そ
の
旨
了
解
し
た
へ
と
申
し
送
っ

m

⑤
翌
年
一
二
月
二
四
日
、
公
文
弁
柘
と
代
官
有
円
は
'
海
部
へ
の
礼
銭

一
一
貫
二
五
〇
文
な
ど
を
着
服
し
て
い
な
い
旨
、
東
寺
に
起
請
文
を
捧

げ
た
｡

以
上
の
中
で
、
と
り
あ
え
ず
確
認
す
べ
き
は
、
流
鏑
馬
神
事
の
主
催
者
は
守
護

一
色
氏
で
あ
る
こ
と
へ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
津
の
守
護
所
に
は
「
古
日
記
」
、

す
な
わ
ち
神
事
役
徴
集
の
記
録
で
流
鏑
馬
神
事
興
行
の
た
め
の
基
礎
台
帳
と
も
な

る
と
思
わ
れ
る
文
書
が
な
-
'
そ
れ
は
税
所
に
あ
っ
た
こ
と
へ
の
二
点
で
あ
る
｡

鎌
倉
期
以
来
、
税
所
職
は
守
護
=
得
宗
の
兼
帯
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、

税
所
に
流
鏑
馬
関
係
文
書
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
以
前
の
流
鏑
馬
が
守
護
の
主
催

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
t
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
'
前
述
の
若

狭
の
政
治
状
況
を
も
勘
案
し
て
、
流
鏑
馬
の
性
格
も
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

-
な
る
が
、
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
方
法
は
な
い
｡
し
か
し
へ
そ
の
問

題
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
税
所
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
守
護
と
一
体
の

関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
色
氏
の
守
護
就
任
以
前
か
ら
税
所
今
吉
名
は
山

(
4
)

名
氏
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
状
況
下

で
7
色
氏
が
敢
え
て
流
鏑
馬
興
行
を
行
お
う
と
し
た
の
は
、
興
行
の
い
わ
ば
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
手
元
に
持
た
な
い
一
色
氏
が
神
事
の
主
催
権
を
自
己
の
も
と
に
確
立
し
よ

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
一
色
氏
は
流
鏑
馬
役
を
地
頭
役

(
S
)

と
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
東
寺
の
反
論
(
地
頭
職
兼
帯
を
主
張
)
や
第
1
表

N
d
8
の
宛
所
か
ら
も
う
か
が
え
る
｡
応
安
の
国
7
按
の
鎮
圧
に
よ
っ
て
、
執
勘
に

守
護
権
力
に
抵
抗
し
て
き
た
鎌
倉
期
以
来
の
土
着
領
主
を
圧
服
し
た
1
色
氏
は
、

改
め
て
地
頭
役
と
し
て
の
流
鏑
馬
役
を
国
内
に
賦
課
し
、
神
事
を
主
催
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
守
護
側
か
ら
の
'
国
人
、
お
よ
び
税
所
・
国
街
に
対
す
る

軍
事
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
こ
と
を
図
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

そ
の
軍
事
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
質
的
主
催
者
は
守
護
代
小
笠
原
長

房
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
1
表
=
g
-
-
・
3
か
ら
う
か
が
え
る
｡
恥
8
は
奉
書
で
あ

(
S
)

る
が
t
c
S
i
-
i
の
方
は
守
護
代
で
あ
り
な
が
ら
書
下
に
よ
っ
て
神
事
役
催
促
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
神
事
に
お
け
る
長
房
の
役
割
の
大
き
さ
が
如
実
に
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
｡
永
和
元
年
(
一
三
七
五
)
か
ら
同
三
年
に
か
け
て
、
長
房

(
S
)

の
子
と
思
わ
れ
る
小
笠
原
太
郎
が
川
狩
・
鷹
狩
を
行
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
も
単
な

る
武
芸
の
教
練
と
い
う
よ
り
も
'
応
安
の
国
一
撲
後
間
も
な
い
こ
の
時
期
に
守
護

の
権
威
を
背
負
う
小
笠
原
氏
が
'
国
内
諸
階
層
に
向
け
て
行
っ
た
一
種
の
示
威
行

為
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
｡
応
安
の
国
一
撰
の
前
哨
戦
が
始
ま
っ
て
い

た
応
安
三
年
(
一
三
七
〇
)
に
「
守
護
殿
(
守
護
範
光
の
子
詮
範
カ
)
御
河
狩
」

(
S
)

が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
、
川
狩
の
も
つ
意
味
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

r
a以

上
検
討
し
た
よ
う
に
'
一
色
氏
が
、
国
内
諸
勢
力
に
対
す
る
'
い
わ
ば
平
時

に
お
け
る
軍
事
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
上

下
宮
流
鏑
馬
神
事
に
'
小
笠
原
長
房
は
実
質
的
主
催
者
と
し
て
か
か
わ
り
、
守
護

の
分
国
に
お
け
る
軍
事
的
支
配
権
の
中
核
的
担
い
手
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
が
'
か
か
る
彼
の
活
動
は
、
当
然
在
国
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し

か
し
、
お
そ
ら
く
小
笠
原
氏
に
限
ら
ず
、
南
北
朝
末
期
頃
か
ら
守
護
代
の
在
地
離

脱
-
在
京
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
最
後
に
瞥
見
を
加
え
て
お
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き
た
い
｡4

在

京

傾

向

一
色
範
光
は
、
康
暦
元
年
(
一
三
七
九
)
閏
四
月
ま
で
に
新
た
に
三
河
守
護
職

を
得
、
子
の
詮
範
が
明
徳
二
年
(
t
三
九
一
)
五
月
ま
で
に
尾
張
智
多
郡
へ
応
永

元
年
(
一
三
九
四
)
一
〇
月
ま
で
に
尾
張
海
東
郡
へ
詮
範
の
子
、
満
範
が
明
徳
三

(
覗
)

年
正
月
に
丹
後
守
護
職
を
そ
れ
ぞ
れ
拝
領
し
た
｡
こ
の
新
し
-
加
わ
っ
た
分
国
の

う
ち
へ
三
河
で
は
康
暦
二
年
、
守
護
範
光
の
子
、
詮
範
が
守
護
代
、
小
笠
原
但
馬

権
守
長
身
が
守
護
又
代
と
な
り
、
少
な
-
と
も
永
徳
三
年
(
T
三
八
三
)
二
月

(?)

ま
で
の
在
職
が
確
認
さ
れ
る
｡
長
身
は
お
そ
ら
く
長
房
の
子
、
も
し
く
は
兄
弟
と

い
っ
た
、
き
わ
め
て
近
い
間
柄
の
者
で
あ
ろ
う
が
、
長
房
と
は
別
人
が
守
護
又
代

に
起
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
長
房
が
ま
だ
若
狭
に
在
国
し
て
分
国
経
営

に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
的
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
へ
明
徳
二
年
に
な
る
と
、
尾
張
智
多
郡
に
お
い
て
長
房
自
身
の
守
護
代
在

(S)

職
が
認
め
ら
れ
る
｡
一
方
、
三
河
で
は
'
こ
の
頃
に
は
か
つ
て
守
護
代
に
あ
っ
た

T
色
詮
範
が
父
の
死
後
家
督
を
継
い
で
い
た
か
ら
、
守
護
又
代
の
長
身
が
そ
の
ま

ま
昇
格
し
た
か
、
も
し
-
は
長
房
が
兼
帯
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

南
北
朝
末
・
室
町
初
期
に
は
、
同
一
人
に
よ
る
複
数
国
の
守
護
代
兼
帯
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
う
な
る
と
守
護
代
は
特
定
の
国
に
在
国
す
る
こ
と
は
困

難
と
な
り
、
在
京
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
あ
る
い
は
、
守
護
代
の

在
国
が
守
護
の
分
国
支
配
に
と
っ
て
必
ず
し
も
不
可
欠
の
要
件
で
は
な
-
な
っ
て

き
た
こ
と
が
、
守
護
代
兼
帯
の
状
況
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
｡
若

狭
で
は
応
安
の
国
丁
按
の
制
圧
に
よ
っ
て
1
応
の
軍
事
的
安
定
を
得
ら
れ
た
こ
と
、

小
守
護
代
以
下
行
政
機
構
・
収
奪
体
系
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

が
'
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
実
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
い
ず

れ
に
せ
よ
、
第
1
表
地
<
N
l
.
C
O
が
へ
こ
の
時
点
で
の
小
笠
原
長
房
の
在
京
を
う
か

(
E
)

が
わ
せ
る
よ
う
に
'
彼
の
晩
年
に
は
、
在
京
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
｡
た
だ
し
、
応
永
元
年
(
一
三
九
四
)
頃
、
長
房
の
一
族
と
み
ら
れ
る
小
笠

原
備
中
守
が
在
京
守
護
代
と
お
ぼ
し
き
地
位
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
別
稿
で
推

CS)

測
し
て
お
い
た
が
、
も
し
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
は
長
房
の
在
京
が
少

な
-
と
も
恒
常
的
、
体
制
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ

の
点
の
確
認
は
、
1
色
氏
の
領
国
支
配
機
構
全
体
の
究
明
の
中
で
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
遅
-
と
も
次
の
長
春
の
代
に
は
在
京
が
恒
常
化
す
る
こ
と
は
次

章
で
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
'
長
房
は
、
本
来
守
護
権
に
属
す
る
開

所
地
・
半
済
給
与
へ
反
銭
徴
集
な
ど
の
手
続
き
過
程
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
関
わ

り
を
も
ち
、
あ
る
い
は
上
下
宮
流
鏑
馬
神
事
の
実
質
的
主
催
者
と
し
て
、
一
色
氏

の
若
狭
支
配
を
担
っ
て
き
た
が
、
か
か
る
活
動
を
国
内
に
お
け
る
自
己
勢
力
の
扶

植
に
結
び
付
け
る
に
は
、
在
国
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
0

し
た
が
っ
て
、
長
房
の
在
京
=
在
地
離
脱
傾
向
は
、
彼
の
い
わ
ば
在
地
性
深
化
の

道
を
狭
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

二
へ
小
笠
原
長
春

-
在
職
徴
証

小
笠
原
長
房
の
死
後
、
若
狭
守
護
代
は
子
の
長
春
が
継
い
だ
｡
「
守
護
次
第
」

は
次
の
よ
う
に
記
す
(
抄
出
)
0

(
一
色
詮
範
の
項
)

代
官
同
人
附
笠
又
代
官
武
｡
、
応
永
四
年
九
月
十
七
日
浄
鎮
死
去
之
後
、
子

息
蔵
人
大
夫
長
春
出
家
、
号
三
河
入
道
明
鏡
、

(
一
色
満
範
の
項
)

代
官
同
人
、
又
代
官
同
人
、
雑
然
三
河
入
道
明
鏡
、
同
子
息
三
郎
共
に
同

(
応
永
)
十
三
年
十
月
一
日
に
京
都
一
色
道
範
□
屋
形
に
於
て
召
禁
ぜ
ら
れ
'

丹
後
国
石
河
と
云
所
に
被
龍
者
畢
、
依
之
舎
弟
安
芸
守
、
同
一
族
等
井
若
覚
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以
下
数
十
人
、
三
河
国
に
於
て
同
十
五
年
十
二
月
廿
六
日
討
死
華
、
同
十
六

年
三
月
に
明
鏡
父
子
石
河
城
に
て
被
切
腹
革
、
此
併
小
浜
八
幡
宮
上
の
山
に

て
鹿
を
か
ら
せ
ら
れ
し
御
崇
と
ぞ
、
大
方
風
聞
あ
り
し
事
な
り
へ

ま
た
へ
「
今
富
次
第
」
に
は

応
永
四
年
九
月
十
七
日
小
笠
原
浄
鎮
死
去
之
後
、
子
息
蔵
人
大
夫
長
春
後
に

応
永
八
年
卯
月
に
出
家
、
号
三
河
入
道
明
鎌
へ

と
み
え
る
｡
第
2
表
は
小
笠
原
長
春
関
係
文
書
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
「
守
護
次
第
」
「
今
富
次
第
」
の
い
う
在
職
期
間
へ
官
途
、
出
家
の
時

期
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
た
だ
、
法
名
に
つ
い
て

「
守
護
次
第
」
の
明
鏡
へ
「
今
富
次
第
」
の
明
鎌
へ
第
-
表
の
明
棟
と
、
一
致
し
な

い
｡
こ
の
中
で
先
の
長
房
の
ケ
ー
ス
か
ら
推
し
て
'
す
べ
て
東
寺
百
合
文
書
の
案

文
で
占
め
ら
れ
る
第
2
表
の
明
棟
が
ま
ず
疑
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
明
鏡
と
明

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

鎌
と
で
は
'
前
者
は
長
房
の
浄
鏡
に
通
じ
る
の
に
対
し
て
'
後
者
は
字
体
の
上
で

寡
-
表
の
明
棟
に
通
じ
る
も
の
の
、
他
の
明
証
が
な
い
以
上
、
い
ず
れ
と
も
判
じ

難
い
が
へ
法
名
の
通
字
の
風
を
重
視
し
て
一
応
明
鏡
と
推
測
し
て
お
-
0

2
在
京
原
則
の
確
立

前
章
4
節
で
指
摘
し
た
ご
と
-
、
父
長
房
の
晩
年
に
は
在
国
よ
り
も
在
京
す
る

こ
と
が
多
-
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
へ
こ
の
長
春
期
に
は
一
層
そ
の
傾
向
が

定
着
し
た
｡
第
3
表
は
太
良
庄
年
貢
算
用
状
な
ど
に
み
え
る
守
護
代
・
小
守
護
代

の
上
洛
・
下
向
記
事
を
、
室
町
期
の
三
方
民
時
代
ま
で
含
め
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
小
守
護
代
の
上
洛
に
対
し
て
'
守
護
代
の
下
向
と
い

(
8
)

う
鮮
や
か
な
対
照
を
な
す
｡
こ
れ
は
小
守
護
代
が
在
国
を
旨
と
す
る
の
に
対
し
て
、

守
護
代
は
原
則
と
し
て
在
京
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
｡
第
2
表
の
恥
8
・

9
の
日
付
の
差
が
T
日
し
か
な
い
の
も
、
こ
の
時
点
で
の
長
春
の
在
京
を
裏
づ
け
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｡
さ
ら
に
は
、
長
房
の
晩
年
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
(
第
1
表

恥
C
O
-
^
"
¥

t
-
H
*
f
-
i
)
、
第
2
表
を
み
る
と
、
守
護
代
か
ら
守
護
使
、
も
し
-
は
在

国
奉
行
と
も
い
う
べ
き
蓬
沢
・
藤
田
・
阿
曽
沼
ら
に
宛
て
た
文
書
が
比
較

的
多
い
｡
こ
れ
は
か
か
る
職
が
こ
の
頃
初
め
て
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
は
な
-
、
ま
た
へ
史
料
伝
来
の
偶
然
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
も
な

-
、
お
そ
ら
-
、
守
護
代
が
任
国
を
離
れ
た
結
果
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ

(
3
)

る
｡2

長
春
の
失
脚
と
そ
の
背
景

「
守
護
次
第
」
は
小
笠
原
長
春
父
子
が
応
永
一
三
年
(
一
四
〇
六
)
一

〇
月
l
日
、
突
然
京
都
1
色
邸
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
へ
丹
後
石
河
城
に
幽

閉
さ
れ
て
、
つ
い
に
三
年
後
切
腹
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
｡
こ
の
長
春

の
失
脚
に
つ
い
て
は
、
他
に
関
連
史
料
が
な
-
、
そ
の
事
情
は
ま
っ
た
く

不
明
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
敢
え
て
以
下
こ
の
背
景
を
推
察
し

て
お
き
た
い
｡

長
春
は
こ
れ
よ
り
先
へ
父
長
房
が
明
徳
二
年
(
l
三
九
l
)
l
二
月
よ

り
任
じ
ら
れ
て
い
た
今
宮
名
代
官
職
を
、
応
永
六
年
(
一
三
九
九
)
六
月

二
五
日
改
替
さ
れ
て
い
る
｡
「
今
富
次
第
」
は
「
里
方
名
散
田
井
寺
社
人

給
ま
で
逃
散
之
間
、
被
改
替
了
」
と
し
て
い
る
｡
今
富
名
で
は
応
永
二
八

年
に
も
又
代
官
の
長
法
寺
納
(
入
道
道
圭
)
が
改
替
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
時
は
「
小
浜
問
丸
共
依
訴
訟
」
っ
て
で
あ
っ
た
(
「
今
富
次
第
」
)
｡
こ

れ
に
対
し
て
長
春
の
場
合
は
、
小
浜
問
丸
で
は
な
-
、
「
里
方
」
の
寺
社
・

給
人
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
勢
力
の
抵
抗
に
あ
っ
て
改
替
に
至
っ
た
と
思

わ
れ
る
｡
「
守
護
次
第
」
の
伝
え
る
八
幡
宮
裏
山
の
鹿
狩
の
崇
と
い
う
風

聞
も
、
京
都
か
ら
「
下
向
」
し
て
き
て
、
お
そ
ら
-
T
種
の
示
威
行
為
と

し
て
鹿
狩
を
す
る
守
護
代
に
対
す
る
'
国
衝
・
国
人
以
下
在
地
の
者
た
ち

の
反
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
長
春
失
脚
の
背
景
に
は
、
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こ
の
若
狭
に
お
け
る
長
春
忌
避
の
気
運
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡長

春
父
子
失
脚
の
あ
と
、
一
族
、
若
覚
が
三
河
で
蜂
起
し
討
た
れ
た
と
い
う
の

は
、
こ
の
頃
の
小
笠
原
氏
の
本
拠
が
三
河
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
長
房

の
入
部
以
来
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
長
-
在
国
し
て
経
営
の
主
導
的
立
場
に
あ
っ

た
若
狭
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
小
笠
原
氏
を
支
え
る
基
盤
が

形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
｡
長
春
の
今
富
名
代
官
改
替
、
守

護
代
改
替
の
い
ず
れ
の
時
も
'
又
代
官
武
田
氏
が
同
時
に
改
替
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

在
地
と
小
笠
原
氏
を
結
ぶ
結
節
点
た
る
武
田
氏
と
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
が
、
小
笠
原
氏
の
若
狭
に
お
け
る
拠
る
べ
き
勢
力
が
武
田
氏
以
下

ま
で
広
が
り
を
も
た
な
い
、
狭
陰
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
そ
れ

は
同
時
に
、
若
狭
に
お
け
る
長
房
の
活
動
の
自
律
的
部
分
が
十
分
で
な
-
、
限
界

が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡

い
ま
一
つ
長
春
失
脚
の
背
景
と
し
て
想
定
し
得
る
も
の
と
し
て
'
l
色
氏
直
臣

団
に
お
け
る
小
笠
原
氏
の
地
位
の
相
対
的
低
下
と
そ
れ
に
伴
う
権
力
闘
争
の
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
｡
範
光
期
の
一
色
氏
は
そ
れ
ま
で
の
長
い
九
州
在
陣
も
あ
ず
か
っ

て
直
臣
団
は
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
中
で
小
笠
原
氏
は
、

長
房
の
晩
年
に
お
い
て
一
色
氏
分
国
の
守
護
代
を
独
占
す
る
程
の
権
勢
を
誇
っ
て

い
た
｡
し
か
し
、
三
河
、
尾
張
智
多
郡
・
海
東
郡
、
丹
後
と
分
国
が
増
加
す
る
の

に
伴
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
色
氏
直
臣
団
は
膨
張
し
て
い
っ
た
｡
明
徳
三

年
(
l
三
九
二
)
八
月
二
八
日
の
相
国
寺
供
養
の
際
、
後
陣
一
一
番
の
供
奉
を
つ
と

[fi]

め
た
一
色
満
範
・
範
貞
兄
弟
の
随
兵
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
｡

(
一
色
右
馬
頭
源
満
範
の
随
兵
)

小
笠
原
三
河
三
郎
満
房
(
介
副
)

淵
辺
長
門
守
兼
季
(
笠
役
)

小
笠
原
左
近
将
監
光
長

尾
藤
三
郎
左
衛
門
尉
種
光

氏

家

近

江

守

範

守

佐

野

中

務

丞

秀

勝

(

敷

皮

役

)

(
一
色
兵
部
少
輔
源
満
貞
の
随
兵
)

小
笠
原
修
理
亮
幸
長
(
介
副
)
石
川
八
郎
左
衛
門
尉
長
貞

延
永
修
理
亮
光
信
(
笠
役
)
岩
田
次
郎
左
衛
門
尉
範
久

氏

家

三

郎

詮

守

河

崎

肥

前

守

光

信

小
笠
原
氏
が
最
多
の
三
人
み
え
る
の
は
当
然
と
し
て
、
二
人
を
出
し
て
い
る
氏

CS)

家
氏
は
三
河
の
在
庁
宮
人
と
思
わ
れ
る
し
、
石
川
氏
は
わ
ず
か
八
か
月
前
に
7
色

(S)

氏
分
国
と
な
っ
た
丹
後
の
国
人
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
、
右
の
一
二
人
の
中
に
は

比
較
的
近
い
過
去
に
l
色
氏
の
被
官
と
な
っ
た
新
参
の
直
臣
が
少
な
か
ら
ず
含
ま

(
5
)

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
へ
応
永
六
年
(
一
三
九
九
)
小
笠
原
長
春
が
今

音
名
代
官
職
を
改
賛
さ
れ
た
時
へ
そ
の
後
任
に
石
川
長
貞
が
就
い
て
い
る
よ
う
に
、

新
参
直
臣
は
守
護
1
色
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
小
笠
原
氏
と
比
肩
し
得
る
地
位
を

短
期
間
の
う
ち
に
得
て
き
た
と
い
え
る
｡
さ
ら
に
憶
測
を
重
ね
れ
ば
、
石
川
民
ら

丹
後
出
身
の
直
臣
は
'
明
徳
三
年
の
当
初
か
ら
父
詮
範
と
は
別
に
丹
後
守
護
と
な
っ

て
い
た
一
色
満
範
と
の
関
係
が
特
に
緊
密
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
権
力
闘

争
を
生
む
素
地
と
も
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
｡
小
笠
原
長
春
の
失
脚
が
一
色
詮
範
の

死
、
満
範
の
襲
封
後
四
か
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も
勘
案
し
て
、
そ
の
背
景
を

と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
き
た
い
｡
す
な
わ
ち
、
急
速
な
直
臣
の
増

加
と
そ
れ
に
伴
う
一
色
家
中
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
I
の
動
揺
の
中
で
、
絶
対
的

権
勢
を
誇
っ
た
小
笠
原
氏
の
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
っ
た
時
、
一
色
氏
当

主
の
交
替
を
契
機
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
以
上
は
単
な
る
憶
測

に
す
ぎ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
'
長
春
の
失
脚
は
守
護
一
色
氏
の
専
権
を
物

、
S
J

語
る
と
い
う
よ
り
も
'
一
色
氏
の
権
力
基
盤
が
ま
だ
磐
石
の
も
の
と
な
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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狭
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む
す
び

史
料
の
少
な
さ
の
み
で
な
-
分
析
力
の
不
足
か
ら
強
引
な
推
論
を
重
ね
た
が
、

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
要
約
L
へ
残
さ
れ
た
課
題
を
確
認
し
て
お
き
た

い
｡
l
色
氏
は
動
乱
開
始
以
来
、
他
の
足
利
丁
門
守
護
の
よ
う
に
畿
内
近
国
に
守

護
職
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
-
、
一
貫
し
て
困
難
な
九
州
経
営
を
担
わ
さ
れ
、
結

局
二
〇
年
間
も
の
九
州
在
陣
も
報
わ
れ
な
い
ま
ま
、
上
洛
後
も
不
遇
な
状
態
に
置

か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
う
し
た
事
情
か
ら
一
色
氏
直
臣
団
は
貧
弱
な
も
の

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
、
譜
代
以
外
の
新
参
直
臣
が
台
頭
す

る
余
地
と
も
な
り
得
た
｡
貞
治
五
年
(
一
三
六
六
)
一
色
範
光
が
若
狭
守
護
職
を

得
た
時
、
そ
の
守
護
代
に
起
用
し
た
小
笠
原
長
房
の
出
自
に
関
す
る
確
証
は
今
の

と
こ
ろ
な
い
が
、
観
応
元
年
(
一
三
五
〇
)
ま
で
将
軍
近
習
と
し
て
所
見
が
あ
り
、

観
応
の
擾
乱
以
後
そ
の
地
位
を
失
っ
た
と
思
わ
れ
る
小
笠
原
蔵
人
と
官
途
が
一
致

し
'
同
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
'
彼
は
披
官
化
し
て

一
〇
年
足
ら
ず
の
間
に
一
色
氏
の
筆
頭
被
官
に
上
っ
た
こ
と
に
な
り
'
そ
れ
は
同

時
に
、
こ
の
時
期
の
一
色
氏
の
権
力
基
盤
の
底
の
浅
さ
を
露
呈
し
た
も
の
と
い
え

る
｡若

狭
守
護
代
と
し
て
の
小
笠
原
氏
は
、
原
則
と
し
て
在
国
L
へ
開
所
地
・
半
済

の
給
付
と
い
っ
た
'
本
来
守
護
権
に
属
す
る
行
為
を
、
あ
る
程
度
の
主
体
性
を
も
っ

て
行
っ
て
お
り
へ
南
北
朝
期
の
守
護
に
よ
る
荘
園
侵
略
と
称
さ
れ
る
も
の
の
内
実

は
、
守
護
代
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
ま
た
、
一
色
氏
は
当
時

山
名
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
税
所
が
興
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
振
っ
て
い
た
若
狭
上

下
宮
流
鏑
馬
神
事
を
自
ら
の
主
導
の
も
と
に
催
し
へ
こ
れ
を
応
安
の
国
一
撰
圧
服

後
の
国
内
支
配
強
化
を
目
指
し
た
軍
事
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
し
よ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
神
事
を
実
質
的
に
主
催
し
た
の
は
長
房
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
か
く
し
て
、
一
色
氏
の
若
狭
支
配
を
名
実
と
も
に
支
え
て
い
た
の

が
守
護
代
小
笠
原
長
房
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
自
身
の
権
力
基
盤
を
若
狭
に
築
い
て

い
く
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
そ
れ
は
結
実
し
な
か
っ
た
こ

と
が
、
応
永
l
三
年
(
l
四
〇
六
)
の
長
春
の
失
脚
に
よ
っ
て
露
口
王
さ
れ
た
｡
そ

の
要
因
に
は
、
小
笠
原
氏
が
若
狭
よ
り
も
三
河
を
本
拠
と
し
た
こ
と
、
長
房
の
晩

年
か
ら
強
ま
り
長
春
の
代
に
確
定
し
た
在
京
、
す
な
わ
ち
在
地
と
の
懸
隔
状
況
な

ど
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
総
じ
て
い
え
ば
、
結
局
南
北
朝
期
の
守
護
代
に
と
っ
て
、

ま
だ
守
護
を
源
泉
と
す
る
権
威
の
秩
序
の
中
に
身
を
置
く
部
分
が
自
律
的
部
分
を

圧
倒
し
、
後
者
は
腫
胎
の
状
態
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
O
し

か
し
、
小
笠
原
氏
の
あ
と
守
護
代
と
な
る
三
方
氏
の
代
に
は
在
京
を
基
本
と
し
な

が
ら
も
、
自
律
的
部
分
を
着
実
に
拡
大
し
て
い
-
｡
こ
の
点
は
別
に
検
討
し
た
い
｡

と
こ
ろ
で
、
守
護
代
の
在
京
傾
向
は
、
単
に
複
数
国
の
守
護
代
職
兼
帯
と
い
っ

た
、
皮
相
的
な
事
情
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
な
-
、
分
国
支
配
の
展
開
の

あ
り
方
、
京
都
に
お
け
る
守
護
の
政
治
活
動
と
そ
こ
に
お
け
る
守
護
代
の
関
わ
り
、

さ
ら
に
は
'
守
護
代
も
含
め
た
室
町
期
国
人
領
主
に
と
っ
て
在
京
す
る
こ
と
の
も

(
8
)

つ
意
義
、
な
ど
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
総
合
的
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
の

た
め
に
も
、
若
狭
以
外
の
l
色
氏
分
国
も
含
め
、
か
つ
、
守
護
代
以
外
の
支
配
機

構
の
復
原
作
業
を
も
含
め
た
、
1
色
氏
の
分
国
支
配
、
権
力
構
造
の
全
体
的
解
明

も
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
｡

注(
-
)
拙
稿
「
南
北
朝
期
の
守
護
権
力
構
造
-
斯
波
氏
の
被
官
構
成
-
」
(
『
若
越
郷
土
研

究
』
二
三
巻
二
～
四
)

(
-
)
拙
稿
「
畿
内
近
国
に
お
け
る
大
名
領
国
制
の
形
成
-
越
前
守
護
代
甲
斐
氏
の
動
向

を
中
心
に
-
」
(
『
史
学
研
究
五
十
周
年
記
念
論
叢
』
日
本
編
へ
福
武
書
店
、
t
九

八
〇
年
)

(
3
)
前
注
拙
稿
は
、
室
町
期
の
畿
内
近
国
に
お
け
る
政
治
史
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る

守
護
代
の
著
し
い
成
長
を
'
甲
斐
氏
の
事
例
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
跡
づ
け
よ
う
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と
し
た
ら
の
で
'
斯
波
氏
が
そ
の
家
格
と
は
逆
に
衰
退
の
l
途
を
た
ど
っ
た
中
で
'

甲
斐
氏
は
将
軍
権
力
と
の
緊
密
な
関
係
を
背
景
と
し
て
'
斯
波
氏
分
国
に
お
い
て

独
自
の
権
力
編
成
を
指
向
し
た
が
'
そ
れ
は
、
荘
園
制
を
媒
介
と
し
て
い
た
こ
と

も
合
わ
せ
へ
幕
府
体
制
の
枠
を
l
歩
も
出
る
も
の
で
な
く
、
l
五
世
紀
前
半
の
畿

内
近
国
に
お
け
る
荘
園
制
、
お
よ
び
そ
れ
を
保
障
し
た
と
こ
ろ
の
室
町
幕
府
権
力

の
重
み
の
所
産
と
理
解
し
た
｡

(
4
)
今
谷
氏
が
、
前
掲
書
序
章
で
い
-
つ
か
例
示
さ
れ
て
い
る
(
一
〇
頁
)
0

(
5
)
南
北
朝
期
以
降
の
若
狭
に
お
け
る
守
護
支
配
を
論
じ
た
主
要
な
論
者
と
し
て
は
'

①
奥
富
敬
之
「
若
狭
国
守
護
領
国
制
成
立
過
程
の
一
考
察
」
(
『
民
衆
史
研
究
』
二
)
、

②
網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
(
塙
書
房
へ
一
九
六
六
年
)
二
〇
〇
夏
以
降
、

③
小
川
信
『
足
利
l
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
)
1

五
二
～
一
五
九
貢
へ
④
松
浦
義
則
「
南
北
朝
期
の
若
狭
太
良
荘
と
守
護
支
配
」
(

『
福
井
県
史
研
究
』
四
)
な
ど
が
あ
る
O
①
は
南
北
朝
期
の
若
狭
政
治
史
を
概
観
し
、

l
色
氏
の
小
浜
問
丸
と
の
結
託
に
よ
る
貿
易
利
潤
が
国
人
l
撰
に
勝
利
し
た
原
因

の
一
つ
と
さ
れ
る
｡
②
④
は
共
に
、
主
と
し
て
太
良
庄
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
、

守
護
と
在
地
領
主
の
「
疎
遠
」
な
関
係
が
応
安
の
国
一
按
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
'
遠
大
な
見
通
し
と
鋭
い
分
析
に
よ
っ
て
論
じ
へ
ま
た
④
に
よ
れ
ば
'

1
色
氏
の
支
配
は
'
石
橋
・
斯
波
氏
の
時
の
よ
う
に
荘
官
ま
で
も
動
員
す
る
軍
事

支
配
は
と
ら
ず
'
伝
統
的
な
主
従
制
的
軍
事
編
成
の
方
針
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
｡

③
は
細
川
清
氏
の
若
狭
支
配
を
詳
述
し
、
被
官
の
性
格
の
検
討
か
ら
清
氏
の
軍
勢

の
「
混
成
部
隊
的
性
格
」
を
指
摘
さ
れ
へ
そ
の
欠
陥
補
強
の
た
め
、
守
護
領
の
国

人
へ
の
給
付
、
半
済
実
施
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
｡
以
上
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
む
も

の
ば
か
り
で
あ
る
が
'
小
稿
は
守
護
代
小
笠
原
氏
の
動
向
に
対
象
を
限
定
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
'
右
の
成
果
を
必
ず
し
も
十
分
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
今

後
の
課
題
と
し
た
い
｡

(
6
)
三
方
範
忠
ま
で
は
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
に
名
が
み
え
、
同
忠
治
は
、
永
享
九

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

年
一
〇
月
二
三
日
三
方
忠
治
遵
行
状
(
『
壬
生
家
文
書
』
三
三
六
号
)
に
在
職
の
明

証
が
あ
る
｡

(
7
)
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
上
(
東
京
大
学
出
版
会
へ

一
九
六
七
年
)
二
一
一
～
二
二
三
五

(
8
)
網
野
氏
・
松
浦
氏
前
掲
論
著
｡
な
お
、
鎌
倉
期
の
若
狭
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
は

田
中
稔
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
一
考
察
」
(
石
母
田
正
・
佐
藤
進
一
編
『
中
世

の
法
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
)
へ
網
野
善
彦
「
中
世
に
お
け
る

婚
姻
関
係
の
l
考
察
I
『
若
狭
l
二
宮
社
務
系
図
』
を
中
心
に
ー
」
(
『
地
方
史
研

究
』
7
〇
七
)
へ
河
音
能
平
「
若
狭
国
鎮
守
7
二
宮
縁
起
の
成
立
」
(
『
八
代
学
院
大

学
紀
要
』
二
の
ち
'
同
氏
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

l
九
七
l
年
、
所
収
)
参
照
.

(
9
)
注
2
拙
稿
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
た
習
作
で
あ
る
が
'
畿
内
近
国
の
守
護

代
に
関
す
る
専
論
は
意
外
に
少
な
く
、
仁
木
謙
一
「
室
町
幕
府
侍
所
所
司
代
多
賀

高
忠
-
大
乱
期
近
江
守
護
代
の
動
向
と
所
司
代
の
性
格
I
」
(
『
国
学
院
大
学
紀
要
』

l
二
、
の
ち
、
同
氏
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
7
九
八
五
年
へ

所
収
)
へ
水
野
恭
一
郎
「
赤
松
披
官
浦
上
氏
に
つ
い
て
の
1
考
察
」
(
『
史
林
』
五
四

巻
四
へ
の
ち
'
同
氏
『
武
家
時
代
の
政
治
と
文
化
』
創
元
社
へ
一
九
七
五
年
へ
所

収
)
へ
上
村
喜
久
子
「
初
期
の
織
田
氏
と
国
人
」
(
『
新
編
一
宮
市
史
』
本
文
編
上
、

第
六
章
第
五
節
)
な
ど
が
管
見
に
ふ
れ
て
い
る
｡
他
に
、
尾
張
在
国
守
護
代
織
田

常
竹
に
よ
る
国
人
掌
握
に
言
及
さ
れ
て
い
る
、
斎
藤
純
雄
「
尾
張
に
お
け
る
守
護

領
B
E
I
制
の
形
成
と
国
衝
領
」
(
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
二
)
や
'
戦
国
期
の
細
川

政
権
下
の
国
人
支
配
体
制
を
「
守
護
代
・
国
人
体
制
」
と
し
て
'
守
護
代
(
内
衆
)

・
国
人
が
改
元
政
権
と
は
独
自
の
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
、

森
田
恭
二
「
戦
国
期
畿
内
に
お
け
る
守
護
代
・
国
人
層
の
動
向
-
管
領
細
川
氏
の

領
国
を
中
心
と
し
て
-
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
〇
へ
の
ち
'
村
田
修
三
編
『
近
畿

大
名
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
へ
7
九
八
六
年
'
所
収
)
な
ど
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
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き
い
｡

(
2
)
佐
藤
氏
前
掲
書
へ
二
一
八
～
二
一
九
頁

ォ
)
一
色
範
光
の
守
護
職
補
任
は
、
斯
波
高
経
の
失
脚
し
た
貞
治
五
年
八
月
す
ぐ
で
は

吃
-
、
し
ば
ら
-
「
守
護
未
補
」
の
状
態
が
続
き
'
同
年
一
〇
月
ま
で
に
補
任
さ

れ
た
(
佐
藤
氏
前
掲
書
、
二
二
〇
頁
)
｡
補
任
時
期
を
い
ま
少
し
考
え
れ
ば
、
太
良

圧
で
は
同
年
九
月
二
六
日
下
地
の
打
渡
が
幕
府
奉
行
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

し
(
東
寺
百
合
文
書
オ
四
五
1
以
下
東
百
オ
四
五
の
如
く
略
記
I
数
字
は
京
都
府

立
総
合
資
料
館
編
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
の
文
書
番
号
)
、
木
崎
弾
正
忠
の
押
領

を
訴
え
た
同
年
九
月
日
東
寺
雑
掌
頼
意
申
状
(
東
百
工
八
一
)
に
も
「
今
度
伺
守

護
未
補
之
隙
」
と
あ
る
か
ら
'
「
吉
田
日
次
記
」
同
年
一
〇
月
一
六
日
条
(
『
大
日

本
史
料
』
第
六
編
之
二
十
七
-
以
下
『
史
料
』
六
-
二
七
の
如
-
略
記
I
四
l
三

頁
)
に
「
若
狭
国
守
護
一
色
修
理
大
夫
治
定
之
由
」
と
あ
る
通
り
、
一
〇
月
に
な
っ

て
補
任
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
｡

(
3
)
九
州
に
お
け
る
一
色
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
川
添
昭
二
「
『
鎮
西
管
領
』
考
」

(
『
日
本
歴
史
』
二
〇
五
二
一
〇
六
)
、
一
色
氏
全
体
に
つ
い
て
は
へ
上
村
喜
久
子
氏

の
要
を
得
た
概
説
が
あ
る
(
『
室
町
幕
府
守
護
職
家
事
典
』
上
巻
へ
新
人
物
往
来
社
、

7
九
八
八
年
)
0

(
2
)
『
史
料
』
六
-
二
〇
、
八
九
四
～
八
九
六
亘
、
正
閏
史
料
、
忌
宮
神
社
文
書

(
3
)
「
宝
優
院
殿
将
軍
宣
下
記
」
(
『
群
書
類
従
』
二
二
)

(
3
)
『
太
平
記
』
巻
三
四

(
2
)
色
氏
の
諸
種
系
図
が
範
氏
・
直
氏
父
子
の
没
年
を
伝
え
な
い
の
は
、
こ
の
父
子

の
晩
年
の
状
況
を
暗
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
九
州
経
営
の
失
敗
の
責
任
が
問

わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
O

(
5
)
範
光
が
文
和
二
年
当
時
へ
肥
前
守
護
に
在
職
し
て
い
る
か
の
如
き
徴
証
も
あ
る
が

(
『
史
料
』
六
-
一
八
へ
三
七
八
頁
、
円
通
寺
文
書
)
へ
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
兄
直
氏
の

代
官
た
る
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
(
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
下
、
東
京

大
学
出
版
会
、
l
九
八
八
年
、
二
六
三
頁
)
o

(
2
)
『
群
書
類
従
』
四

r
-
^
同
右

(
g
)
恥
1
2
の
前
に
、
同
年
二
月
一
二
日
付
で
同
内
容
の
神
宮
方
頑
人
加
判
奉
書
が
守
護

宛
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
(
東
百
オ
九
四
)
、
恥
C
N
]
-
C
O

i
-
I
l
-
I
は
幕
府
1
守
護
1
守
護
代

1
守
護
使
と
い
う
遵
行
系
統
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡

(
S
)
『
小
浜
市
史
』
金
石
文
編
へ
四
六
五
｡
同
書
解
説
に
よ
れ
ば
へ
こ
の
鐘
は
明
治
維
節

前
後
に
大
砲
鋳
造
に
供
さ
れ
て
現
存
し
な
い
が
、
「
諸
国
寺
社
鐘
銘
金
石
録
」
に
銘

文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
へ
「
若
狭
郡
県
志
」
の
八
幡
宮
の
項
に
も
「
同
(
応

永
)
四
年
六
月
小
笠
原
三
河
守
長
房
<
m
懸
鼻
鏡
於
社
頑
」
と
あ
る
(
『
小
浜
市
史
』

第
一
巻
へ
史
料
編
へ
四
六
一
五
)
0

第
1
表
地
1
3
は
、
文
書
と
は
い
え
案
文
で
あ
り
、
し
か
も
東
寺
百
合
文
書
中
の
塞

文
の
中
に
は
、
他
に
も
正
文
(
も
し
-
は
案
文
)
の
署
名
部
分
を
正
確
に
判
読
し

な
い
ま
ま
作
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
ま
ま
み
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
、
文
安

二
年
頃
か
ら
享
徳
三
年
頃
に
か
け
て
若
狭
守
護
武
田
信
賢
の
奉
行
を
つ
と
め
た
粟

屋
右
京
亮
(
の
ち
越
中
守
)
の
実
名
を
記
す
一
一
点
の
案
文
(
一
部
の
み
示
せ
ば

東
百
ハ
二
六
七
二
一
七
六
・
四
〇
九
な
ど
)
を
み
る
と
'
書
体
は
一
定
せ
ず
、
中

に
は
読
め
な
い
ま
ま
模
写
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
さ
え
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
、
こ

の
法
名
の
問
題
は
'
「
守
護
次
第
」
「
今
富
次
第
」
の
正
確
さ
を
改
め
て
裏
づ
け
る

も
の
で
あ
る
｡
な
お
、
両
書
の
成
立
事
情
へ
信
感
性
の
高
さ
に
つ
い
て
は
『
群
書

解
題
』
五
、
三
二
〇
～
三
二
二
頁
(
田
沼
睦
氏
執
筆
)
参
照
｡

拙
稿
「
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』

三
四
巻
一
)

康
永
四
年
の
天
龍
寺
供
養
の
時
の
供
奉
の
他
、
同
三
年
の
足
利
直
義
の
新
熊
野
杜

参
詣
に
際
し
て
、
直
義
の
輿
の
左
脇
で
松
明
を
捧
げ
持
つ
役
を
つ
と
め
て
い
る

(
『
師
守
記
』
同
年
五
月
7
七
日
条
)
.

86



「
伽
的
日
記
」
(
『
続
群
書
類
従
』
二
三
下
)
の
建
武
四
・
康
永
四
・
貞
和
二
・
同
六

の
各
年
次
に
「
小
笠
原
源
蔵
人
」
(
建
武
四
・
康
永
四
の
両
年
は
実
名
を
長
顕
と
す

る
)
の
名
が
み
え
る
0
な
お
へ
『
師
守
記
』
康
永
三
年
五
月
丁
七
日
条
(
前
注
)
で

は
「
小
笠
原
新
蔵
人
」
に
「
今
度
楠
」
の
注
記
が
あ
り
へ
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、

建
武
四
年
と
康
永
四
年
の
小
笠
原
瀬
蔵
人
を
共
に
長
顕
と
す
る
「
御
的
日
記
」
は

誤
り
で
、
康
永
四
年
以
降
の
小
笠
原
蔵
人
を
長
房
と
み
な
す
余
地
も
生
ま
れ
て
-

る
0観

応
三
年
正
月
日
佐
藤
元
清
軍
忠
状
案
(
『
史
料
』
六
-
一
五
、
九
四
～
九
五
貢
へ

佐
藤
文
書
)
に
、
前
年
(
『
史
料
』
六
I
一
五
、
五
六
七
五
へ
「
鶴
岡
社
務
記
録
」

に
よ
れ
ば
二
月
五
日
)
の
遠
江
佐
与
中
山
に
お
け
る
直
義
覚
上
杉
憲
顕
と
の
合

戦
の
証
人
と
し
て
「
小
笠
原
蔵
人
令
兄
知
了
」
と
み
え
る
｡
な
お
、
こ
の
軍
忠
状

案
の
証
判
に
は
「
兵
庫
守
」
の
注
記
が
あ
り
へ
『
大
日
本
史
料
』
は
「
小
笠
原
政
良

カ
」
と
す
る
｡
こ
の
比
定
に
は
疑
問
も
残
る
が
(
当
時
の
政
長
の
官
途
は
遠
江
守
)
へ

大
局
的
に
は
、
こ
の
頃
へ
足
利
尊
氏
か
ら
「
早
相
催
一
族
井
分
国
軍
勢
」
し
て
直

義
党
討
伐
に
当
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
信
濃
小
笠
原
氏
(
小
笠
原
本
宗
家
)
の

惣
領
、
政
長
の
軍
事
指
揮
下
の
行
動
と
み
て
大
過
な
い
(
『
史
料
』
六
I
l
五
'
1

八
八
・
四
七
五
頁
へ
観
応
二
年
八
月
一
〇
日
、
お
よ
び
同
年
一
〇
月
五
日
小
笠
原

遠
江
守
宛
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
へ
勝
山
小
笠
原
文
書
)
｡

(
S
3
)
小
笠
原
蔵
人
と
同
じ
-
「
御
的
日
記
」
に
貞
和
六
年
(
観
応
元
)
ま
で
み
え
る
小

笠
原
又
六
は
、
前
注
佐
藤
元
清
軍
忠
状
に
や
は
り
証
人
(
た
だ
し
小
笠
原
蔵
人
と

は
別
の
合
戦
)
と
し
て
み
え
る
か
ら
、
蔵
人
と
同
様
の
道
を
歩
ん
だ
者
と
思
わ
れ

る
が
'
貞
和
二
年
か
ら
「
御
的
日
記
」
に
登
場
す
る
小
笠
原
備
前
守
は
、
又
六
本

人
、
も
し
-
は
そ
の
子
と
推
測
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
、
『
尊
卑
分
脈
』
や
「
小
笠
原

三
家
系
図
」
(
『
続
群
書
類
従
』
五
下
)
の
「
京
都
小
笠
原
系
図
」
に
よ
る
と
、
の
ち

奉
公
衆
と
な
る
京
都
小
笠
原
氏
に
属
す
る
氏
長
(
小
笠
原
本
宗
家
の
惣
領
へ
改
良

の
従
兄
の
子
)
の
通
称
・
官
途
は
又
六
・
備
前
守
と
伝
え
、
氏
長
以
降
の
歴
代
も

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

7
質
し
て
又
六
を
称
し
て
い
る
O
し
た
が
っ
て
、
こ
の
家
は
い
っ
た
ん
近
習
の
地

位
を
失
っ
た
も
の
の
、
観
応
の
擾
乱
後
し
ば
ら
-
し
て
旧
に
復
L
へ
の
ち
奉
公
衆

と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
「
永
享
以
来
御
番
帳
」
「
文
安
年
中
御
番
帳
」

と
も
に
三
番
に
小
笠
原
備
前
入
道
が
み
え
る
)
｡
蔵
人
は
又
六
(
氏
長
カ
)
の
よ
う
に

近
習
に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
た
と
え
ば
小
笠
原
本
宗
家
の
本
国

信
濃
な
ど
に
移
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
へ
又
六
ら
と
同
じ
-
京
都
を
離
れ
な
か
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

唯
一
「
卸
的
日
記
」
の
「
小
笠
原
源
蔵
人
長
顕
」
の
表
記
が
不
都
合
で
あ
る
が
'

こ
れ
は
注
2
5
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
反
証
と
は
な
ら
な
い
｡

恥
2
の
方
に
「
昨
日
態
以
飛
脚
下
状
候
了
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
m
I
を
指
す
も
の

と
思
わ
れ
る
か
ら
へ
死
人
小
笠
原
長
房
は
在
国
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

(
ァ
)
以
下
、
『
師
守
記
』
貞
治
六
年
四
月
二
〇
日
・
五
月
六
日
・
七
月
二
五
日
・
七
月

二
六
日
の
各
条
に
よ
る
｡

(
5
3
)
お
そ
ら
く
、
後
述
の
太
良
庄
頚
所
・
地
頭
代
と
同
様
へ
公
文
が
前
年
失
脚
し
た
前

守
護
斯
波
高
経
に
与
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(
3
)
以
下
、
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
四
七
l
号
-
以
下
『
教
』
四
七
一
の
如
く
略
記
-
秦

百
ハ
六
六
・
六
九
、
-
四
四
(
五
)
へ
な
一
二
二
(
一
)
(
二
)
へ
し
三
八
、
な
ど
に

よ
る
｡
な
お
、
網
野
氏
前
掲
書
二
六
五
～
二
六
七
頁
へ
松
浦
氏
前
掲
論
文
一
七
～

一
八
貢
参
照
｡

(
S
3
)
禅
舜
は
「
東
寺
常
住
」
た
る
自
分
は
も
と
よ
り
へ
地
下
代
官
教
実
も
山
伏
で
、
と

も
に
軍
役
な
ど
つ
と
め
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
(
東
百
ハ
六
六
)
0

(
3
)
笠
松
宏
至
「
中
世
開
所
地
給
与
に
関
す
る
l
考
察
」
(
前
掲
『
中
世
の
法
と
国
家
』
)

(
S
)
市
河
氏
の
名
は
鎌
倉
期
の
国
御
家
人
に
も
(
田
中
氏
前
掲
論
文
)
へ
応
安
の
国
l
撰

史
料
(
「
守
護
次
第
」
)
に
も
み
え
な
い
か
ら
へ
南
北
朝
期
以
降
入
部
し
た
武
士
と

思
わ
れ
る
が
'
も
し
、
信
濃
市
河
氏
の
一
員
だ
と
す
れ
ば
へ
長
房
が
一
時
軍
事
指

揮
下
に
入
っ
た
信
濃
小
笠
原
氏
を
介
し
て
'
若
狭
入
部
以
前
か
ら
長
房
と
の
関
係
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が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡

(
8
)
河
昔
氏
前
掲
論
文

(
S
5
)
田
中
氏
・
河
昔
氏
前
掲
論
文
、
網
野
氏
注
8
論
文

(
3
)
清
水
三
男
「
国
衝
領
と
武
士
」
(
『
清
水
三
男
著
作
集
』
第
1
巻
へ
上
代
の
土
地
関

係
へ
校
倉
書
房
へ
T
九
七
五
年
)

田
中
氏
前
掲
論
文

(
ァ
0
以
下
へ
東
百
ツ
六
九
・
七
〇
へ
ハ
八
1
'
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
大
谷
雅
彦
氏
所

蔵
文
書
二
号
へ
の
四
点
の
文
書
に
よ
る
｡

ォ
)
奉
書
形
式
の
文
書
を
東
寺
が
「
書
下
」
と
呼
ぶ
例
は
'
第
1
表
や
『
大
日
本

古
文
書
家
わ
け
東
寺
文
書
』
は
l
五
八
号
-
以
下
『
東
』
は
7
五
八
の
如
-

略
記
-
(
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
端
裏
に
「
書
下
案
」
と
す
る
)
な
ど
、
少
な
＼
な

い
｡

(
9
)
「
今
富
次
第
」
に
よ
れ
ば
'
海
部
信
泰
は
応
安
二
年
二
月
二
七
日
へ
父
の
死
を
う
け

て
税
所
代
と
な
り
へ
嘉
慶
二
年
一
二
月
二
三
日
死
ぬ
ま
で
在
職
し
た
｡

(
3
0
「
今
盲
次
第
」
に
よ
れ
ば
'
貞
治
三
年
三
月
二
六
日
、
山
名
時
氏
が
今
富
名
領
主
と

な
り
(
当
時
の
若
狭
守
護
は
斯
波
高
経
)
へ
時
氏
の
死
後
も
そ
の
妻
(
公
家
御
前
)

が
継
承
し
て
'
明
徳
の
乱
で
没
収
さ
れ
一
色
詮
範
に
宛
行
わ
れ
る
ま
で
領
有
し
た
0

(
5
)
松
浦
氏
は
、
一
色
氏
は
太
良
庄
に
お
い
て
流
鏑
馬
役
を
含
む
地
頭
職
に
固
有
の
守

護
役
は
地
頭
方
に
限
っ
て
課
し
て
い
て
'
し
か
も
「
壱
騎
役
」
な
ど
の
参
陣
要
求

を
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
論
文
)
｡
太
良
庄
地
頭
方
の
流
鏑

席
役
も
あ
く
ま
で
米
銭
に
よ
る
負
担
で
あ
ろ
う
｡

(
3
)
第
1
表
札
1
 
1
の
文
書
名
を
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
は
「
(
若
狭
国
守
護
)
沙
弥
某

書
下
案
」
と
す
る
が
、
当
時
の
守
護
一
色
詮
範
の
出
家
は
応
永
二
年
六
月
二
一
日

で
あ
る
か
ら
(
『
史
料
』
七
-
二
へ
五
九
頁
へ
「
柳
原
家
記
録
」
)
へ
発
給
人
は
詮
範

で
は
な
い
.
t
方
守
護
代
小
笠
原
長
房
は
前
年
に
は
確
実
に
出
家
し
て
い
る
し

(
第
1
表
馳
1
0
)
へ
恥
8
の
長
房
に
よ
る
八
幡
宮
放
生
会
・
上
下
宮
流
鏑
馬
役
催
促

が
N
E
I
と
同
じ
六
月
一
日
付
で
み
ら
れ
る
か
ら
、
他
日
の
発
給
人
は
長
房
と
み
て

よ
い
｡

永
和
二
年
一
二
月
日
太
良
庄
地
頭
方
年
貢
算
用
状
(
『
教
』
五
四
七
)
の
永
和
元
年

分
に
「
小
笠
原
太
郎
殿
川
狩
ノ
時
酒
手
」
、
同
二
年
分
に
「
小
笠
原
太
郎
殿
川
狩
時

酒
手
」
と
あ
り
、
同
四
年
四
月
日
(
永
和
三
年
分
カ
)
太
良
庄
年
貢
算
用
状
(
『
教
』

五
五
四
)
に
も
「
小
笠
原
太
郎
殿
鷹
狩
時
」
と
み
え
る
｡
小
笠
原
長
房
・
長
春
父

子
の
通
称
は
わ
か
ら
な
い
の
で
太
郎
の
実
名
は
確
定
で
き
な
い
が
、
l
応
長
房
の

子
と
し
て
お
-
0

(
5
)
応
安
四
年
三
月
日
太
良
庄
地
頭
方
年
貢
算
用
状
(
東
百
ハ
七
二
)
｡
な
お
、
応
安
の

国
7
挟
当
時
、
一
色
詮
範
が
在
国
し
て
い
た
こ
と
は
「
守
護
次
第
」
に
み
え
る
.

(
4
)
尾
張
智
多
郡
・
三
河
は
佐
藤
氏
前
掲
書
へ
八
五
・
九
二
～
九
三
五
'
丹
後
は
今
谷

氏
前
掲
書
三
五
七
～
三
五
八
頁
へ
尾
張
海
東
郡
は
今
谷
明
『
室
町
幕
府
解
体
過
程

の
研
究
』
(
岩
波
書
店
、
1
九
八
五
年
)
二
五
二
貢
、
注
5
2
参
照
.

(
4
)
「
働
室
浸
稿
」
所
引
「
三
州
大
岩
寺
千
観
音
像
記
」
(
『
史
料
』
七
-
八
へ
三
一
五
)

に
「
京
兆
ヂ
源
公
(
一
色
詮
範
)
(
中
略
)
以
康
暦
二
年
姶
拝
本
州
刺
史
へ
乃
通
但

州
太
守
長
身
肘
錆
錯
鵬
守
以
為
副
使
」
と
あ
る
Q
ま
た
、
永
徳
三
年
の
三
河
国
塚

島
極
楽
寺
以
下
地
頭
職
の
通
行
命
令
が
幕
府
-
守
護
(
範
光
)
l
守
護
代
(
詮
範
)

1
守
護
又
代
(
小
笠
原
但
馬
権
守
)
と
下
達
さ
れ
て
い
る
(
佐
藤
氏
前
掲
書
へ
九

二
～
九
三
貞
)
0

(
S
)
明
徳
二
年
五
月
l
三
日
小
笠
原
三
河
入
道
宛
l
色
詮
範
遵
行
状
(
『
新
編
l
宮
市
史
』

資
料
編
六
、
醍
醐
寺
文
書
三
九
l
E
号
)

(
3
)
こ
の
時
l
色
氏
が
在
京
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
1
2
・
2
が
同
日
付
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
小
笠
原
長
房
の
在
京
が
確
認
で
き
る
｡
た
だ
し
へ
当
時
の
一
色
氏
の
在
京

の
明
証
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
｡

K
m
)
注
2
3
拙
稿
O
な
お
へ
明
徳
五
年
(
応
永
元
)
「
二
十
l
口
方
評
定
引
付
」
(
『
東
』
ち

こ
七
月
二
八
日
条
参
照
｡
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小
守
護
代
武
田
重
信
は
'
一
色
氏
の
守
護
樺
任
以
前
か
ら
若
狭
で
活
動
し
て
い
た

武
田
氏
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
へ
康
安
元
年
一
二
月
か
ら

翌
年
三
月
ま
で
「
武
田
殿
」
が
当
時
の
守
護
石
橋
和
義
か
ら
太
良
圧
の
給
人
と
さ

れ
同
庄
に
入
部
し
て
い
る
(
『
東
』
は
一
四
一
)
｡
し
た
が
っ
て
へ
鎌
倉
期
以
来
で

は
な
い
に
せ
よ
'
南
北
朝
初
期
か
ら
若
狭
で
活
動
し
'
め
ま
ぐ
る
し
く
交
替
す
る

守
護
と
関
係
を
結
び
な
が
ら
若
狭
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
国
人
と
み
ら
れ
る
｡

な
お
、
奥
書
氏
が
前
掲
論
文
で
、
こ
の
武
田
氏
を
の
ち
の
若
狭
守
護
武
田
氏
と
さ

れ
る
の
は
誤
認
で
あ
る
｡

(
S
)
在
国
し
て
い
て
'
蓬
沢
ら
の
上
位
に
位
置
す
る
は
ず
の
小
守
護
代
が
'
守
護
の
命

令
下
達
文
書
上
に
み
え
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

「
相
国
寺
供
養
記
」
(
『
群
書
類
従
』
二
四
)

(
8
)
(
応
永
一
四
年
)
四
月
二
六
日
氏
家
近
江
入
道
宛
一
色
道
範
(
満
範
)
書
状
案
(

『
醍
醐
寺
文
書
』
f
八
二
八
号
-
二
)
は
、
三
宝
院
の
三
河
国
衝
職
知
行
を
認
め
た

前
日
付
の
足
利
義
満
御
内
書
(
同
一
八
二
九
号
)
を
う
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
端
裏
書
に
「
正
文
者
在
庁
方
披
付
下
也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
氏
家
近

江
入
道
は
三
河
在
庁
の
最
高
職
に
あ
る
者
と
推
察
さ
れ
る
｡
ま
た
、
氏
家
氏
は
応

永
三
〇
年
へ
永
享
一
二
年
に
三
河
守
護
代
と
し
て
の
徴
証
が
あ
る
か
ら
(
『
康
富
訂
巴

応
永
三
〇
年
八
月
二
三
日
条
へ
『
師
郷
記
』
永
享
一
二
年
五
月
二
二
日
条
)
、
小
笠

原
氏
失
脚
後
の
当
初
か
ら
守
護
代
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡
な
お
へ
新
行

紀
一
氏
が
、
小
笠
原
氏
の
あ
と
の
三
河
守
護
代
と
し
て
石
川
氏
を
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
誤
り
で
あ
る
(
「
一
五
世
紀
三
河
の
守
護
と
国
人
」
『
年
報
中
世
史
研
究
』

四
)
0

(
」
)
石
川
氏
は
'
丹
後
与
謝
郡
石
川
圧
を
名
字
の
地
と
す
る
国
人
で
'
長
春
父
子
が
幽

閉
さ
れ
た
石
河
城
主
で
あ
ろ
う
｡
他
に
延
永
氏
も
t
の
ち
丹
後
守
護
代
と
な
る
と

こ
ろ
か
ら
(
今
谷
氏
前
掲
書
、
三
五
七
～
三
五
八
五
)
へ
丹
後
国
人
の
可
能
性
が
高

い
｡

南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て

二
人
の
中
で
明
ら
か
に
若
狭
国
人
と
み
ら
れ
る
の
は
、
応
安
の
国
一
撰
で
守
護

方
に
属
し
た
佐
野
・
河
崎
両
人
ぐ
ら
い
で
あ
る
(
「
守
護
次
第
」
)
0

新
行
氏
は
、
長
春
は
満
範
の
不
興
を
蒙
っ
た
と
さ
れ
る
(
前
掲
論
文
)
0

(
g
)
注
2
拙
稿
で
は
、
国
人
領
主
の
在
京
を
荘
園
諸
職
獲
得
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
｡

(
昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
受
理
)
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On the Ogasawaras, Shugodai in Wakasa Country, from the

Nanbokucho to the Early Muromachi Period

Syoichi Kawamura

In 1366, Norimitsu Isshiki was appointed as Shugo (governor) in Wakasa Coun-

try. He employed Nagafusa Ogasawara as his Shugodai (administrator). Nagafusa

had been an attendant of Shogun until he lost the position in 1351. Norimitus

returned to Kyoto from Kyushu around 1357, and several years later he adopted

Nagafusa as one of his men. Just after Norimitus took office as Shugo, Nagafusa

went to Wakasa as Shugodai. Nagafusa reigned the country with so great powers

that he even gave territorial rights to Bushi (the lords of the manor) living in

the country before he got permission from Norimitus in Kyoto. In his later years

before he died in 1397, Nagafusa left Wakasa and lived in Kyoto. After his death

his child Nagaharu succeeded him, but he lost the position in 1406. This was cau-

sed firstly by the decline of the Ogasawaras among the retainers of the Isshikis,

and secondly by the rise of anti-Ogasawara movements in Wakasa Country.

-90-


